
土浦市告示第５７号 

 

土浦市特殊旅館等施設設置規制指導要綱 

 

（目的） 

第１条 この要鋼は土浦市における清純な生活環境の確立及び善良な風俗の保持

並びに青少年の健全な育成を図るため，特殊旅館等施設（以下「特殊旅館等」

という。）の設置について必要な規制を行うことにより，市民の快適で良好な

社会環境の実現に資することを目的とする。  

（定義） 

第２条 この要綱において，「特殊旅館等」とは，業として人の宿泊又は休憩等

の用に供するための施設のうち，構造設備，形態等が次の各号の一に該当し，

主として，異性を同伴する者に利用されると認められるものをいう。 

 （１）玄関，帳場その他これに類する設備が客との面接に適さず，又は客と直

接面接することを要しない利用を可能とする構造であるもの。（２）玄関，

帳場その他これに類する設備から客室に通じる共用の廊下，階段，昇降機

等が無く，又は玄関及び帳場から共用の廊下，階段，昇降機等が見通せな

い構造であるもの。 

 （３）車庫又は駐車場から玄関，帳場その他これに類する設備，共用の廊下，

階段又は昇降機等を経由せずに直接客室へ通じることができる出入口を有

する構造であるもの。 

 （４）施設の規模に適合した自由に利用することのできる食堂，ロビ－，応接

室等の設備を有しないもの。 

 （５）客室に性的感情を刺激するための装置，照明，装飾品その他の設備を有

するもの。 

 （６）倉庫，店舗，納戸，物入れ，バルコニ－等を改造し，客室に近接して車

庫又は駐車場を設けることが可能であると認められる構造で 

   あるもの。 

 （７）利用者の施設への出入りの状況が外部から見通せない構造であるもの。 

 （８）施設の外観が，周辺の清純な生活環境及び青少年の健全な育成を図るう

えで必要な環境を害するおそれがあると認められるもの。 

 （９）その他市長が認める構造設備，形態等を有するもの。 

２  この要綱において，「旅館等」とは，旅館業法（昭和２３年法律第１３８

号）第２条第２項から第４項までに規定する施設をいう。 

３  この要綱において，「設置」とは，建築基準法（昭和２５年法律第２０１

号）第２条第１３号に規定する建築，同条第１４号に規定する大規模の修繕，

同条第１５号に規定する大規模の模様替若しくは同法第８７条第１項に規定す

る用途の変更又は第１項に規定する構造設備が同項  第１号から第８項までの

いずれかに該当することとなる修繕若しくは模様替等をいう。 

 



（設置規制） 

第３条 土浦市の区域内において，特殊旅館等の設置は認めない。ただし，茨城

県風俗営業等取締法施行条例（昭和３９年茨城県条例第５０号）第３３条に規

定する地域は，この限りでない。 

（事前協議） 

第４条 前条の区域内において，旅館等を設置しょうとする者は，関係法令で定

める許可等の申請等に先立ち，市長と協議しなければならない。 

（審査） 

第５条 市長は，前項に規定する協議があったときは，旅館等の設置の場所及び

構造設備，形態等の区分に従い，第２条第１項及び第３条に定めるところによ

り，当該旅館等の設置の適否について審査を行うものとする。 

２ 前項の規定により審査を行うときは，第８条に規定する土浦市旅館等施設環

境審議会の意見を聴くものとする。ただし，構造設備，形態等が第２条第１項

第１号から第８号までの規定に該当しないことが明らかであると市長が認めた

場合は，この限りでない。 

（審査結果の通知） 

第６条 市長は，審査を終えたときは，協議者に対して速やかにその結果を通知

するものとする。 

 

 

（勧告及び公表） 

第７条 市長は，第４条に規定する協議を行わない者又はこの要綱に違反して特

殊旅館等を設置しょうとする者に対し，協議を行うこと，又は設 置計画の取

り止め若しくは変更等の勧告をするものとする。 

２ 市長は，前項の規定により勧告を受けたものが勧告に従わなかったときは，

その旨及び勧告の内容を公表するものとする。 

（審議会の設置） 

第８条 第５条第２項に規定するもののほかこの要綱の実施に関する事項を処理

するため，土浦市旅館等施設環境審議会（以下｢審議会｣という。) を置く。 

２ 審議会は，市長から意見を求められたときは，設置に関して必要な調査及び

審議を行うものとする。 

（組織） 

第９条 審議会は，委員１０名以内をもって組織し，次の各号に掲げる者のうち

から市長が委嘱する。 

（１） 市議会議員 

（２） 学識経験者 

（３） その他特に市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

３ 補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

 



（会長及び副会長） 

第１０条 会長及び副会長を置き，委員のうちから互選する。 

２ 会長は，会務を総理し，会議の議長となる。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき，又は欠けたときは，その職

務を代理する。 

（会議） 

第１１条 審議会は，必要に応じて会長が招集する。 

２ 審議会は，委員の半数以上の出席がなければ，会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，会長の決す

るところによる。 

 

（審議会の事務） 

第１２条 審議会の庶務に関する事項は，都市整備部建築指導課において処理す

る。 

（資料の提出） 

第１３条 審議会は，必要があると認めるときは，関係者に対して意見又は資料

の提出を求めることができる。 

（雑則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

   付 則 

 この告示は，公表の日から施行する。 

 （※告示日 昭和５９年１２月１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資 料 １ （ 第14条関係）  

 

  １  ベットについて  

    ・シングルベットを 2/6以上設けること。  

    ・ツインベットは 1/6以上とし，ダブルベットを設ける場合は 3/6未満

とすること。  

  ２  室への出入り口ドアーは１枚とする。（小扉不可）  

  ３  浴室から室内が見通せる構造としないこと。  

  ４  看板（ネオン）は点滅式としないこと。  

  ５  敷地外周の塀は６０㎝を超えるものは見通しが出来るものとすること。

（植樹も含む。上部フェンス可）  

 

風 営 法 関 係      
収容人員  

箇 所  30人以下  31人～ 50人  51人以上  

食  堂  30㎡  40㎡  50㎡  

ロビー  30㎡  40㎡  50㎡  

        

                   

 

 

 



土浦市告示第５８号 

 

  土浦市特殊旅館等施設設置規制指導要綱取扱要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は，土浦市特殊旅館等施設設置規制指導要綱（昭和５９  年土

浦市告示第５７号。以下「要綱」という。）に定めるもののほか，必要な事項を

定めるものとする。 

（事前協議） 

第２条 要綱第４条に規定する関係法令に定める許可等とは，別表第１に掲げる

ものをいう。 

２ 要綱第４条に規定する協議は，旅館等設置事前協議書（様式第１号）により

行うものとする。 

３ 前項に規定する旅館等設置事前協議書には，次の各号に掲げる図面を添付し

なければならない。 

（１）付近見取図 

  ア 要綱第２条第２項に規定する旅館等の敷地からおおむね３００メ－トル

以内の区域における別表第２に定める特定施設の敷地及び特定施設までの距離を

明示した縮尺２，５００分の１程度の地図 

  イ 特定施設までの距離は，旅館等の敷地と特定施設の敷地を結ぶ直線上の

最短距離をいう。 

（２）配置図（車庫及び駐車場を含む。） 

  ア 縮尺は，２００分の１程度であること。 

  イ 植栽及び外構についても記入すること。 

（３） 立面図 

  ア 縮尺は，１００分の１程度であること。 

  イ 色彩を明示し，かつ，全周を明らかにすること。 

（４）各階平面図 

  ア 縮尺は，１００分の１程度であること。 

  イ 付帯設備についても明示すること。  

 

 

（審査結果の通知） 

第３条 要綱第６条に規定する通知は，旅館等設置事前協議結果通知書（様式第

２号）により行うものとする。 

 

   付 則 

 この告示は，公表の日から施行する。 

 （※告示日 昭和５９年１２月１日）



別表第１（第２条第１項関係） 

 

 

（１）国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）第２３条第１項の規定による

届出。 
 

（２）建築確認申請に伴う意見について（昭和４９年１月１４日・３２環発第１

１号）の通知による保健所長の意見書。 
 

（３）農地法（昭和２７年法律第２９９号）第４条第１項，第５条第１項及び第

７３条第１項の規定による許可。 
 

（４）河川法（昭和３９年法律第１６７号）第２４条，第２６条及び第５５条第

１項の規定による許可。 
 

（５）道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２４条及び第３２条第１項の規定

による承認等。 
 

（６）土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第７６条第１項の規定によ

る許可。 
 

（７）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項（同法第８７条第

１項において準用する場合を含む。）の規定による確認。 
 

（８）都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条，第３２条，第４３条

第１項，第５３条第１項及び第６５条第１項の規定による許可等又は協議。



別表第２（第２条第３項関係） 

 

 

（１）旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第３項に規定する施設。 
 

（２）学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５２条に規定する大学、 

  同法第６９条の２に規定する短期大学、同法第８２条の２に規定する専修学

校及び同法第８３条に規定する各種学校。 
 

（３）医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条に規定する病院及び診療所。 
 

（４）前各号に掲げるもののほか、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

４４条に規定する条例により設置された公の施設。 
 

（５）道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３条に規定する高速自動車道路。 
 

（６）精神薄弱者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第３条に規定する精神薄弱

者援護施設。 
 

（７）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３８条第１項第１号に規定す

る救護施設。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第１号（第２条第２項関係） 

 

旅 館 等 設 置 事 前 協 議 書 

                           平成  年  月  日 

 土浦市長         殿 

 

                 住  所 

                 氏  名                ?   

                 （名称及び代表者氏名） 

                 電話番号 

 

  土浦市特殊旅館等施設設置規制指導要綱に基づき、次のとおり旅館等の設置につ 

 いて協議します。 

旅 館 等 の            

営業予定者 
住  所 
氏  名 

 (名称及び代表者氏名) 

              (電話番号         ) 

設 計 業 者            
住  所 
氏  名 

 (名称及び代表者氏名) 

              (電話番号         ) 

旅 館 等 の 名 称                      
 

所 在 地               
 

地 目               
 

用 途 地 域               
 

 

旅 

 

館 

 

等 

 

 旅 館 等 の 敷 地 か                   

 ら ３ ０ ０ メ ー ト                   

 ル 以 内 の 区 域 に                   

 

 

の 

 

設 

 

置 

 

場 

 

所 

 あ る 土 浦 市 特 殊                   

 旅 館 等 施 設 設 置                   

 規 制 指 導 要 綱 取                   

 扱 要 領 別 表 第 ２                   

 に 掲 げ る 施 設 の                   

 名 称 、 所 在 地 及                   

 び 旅 館 等 か ら の                   

 距 離 を 記 入 す る                   

 こ と       。 

  



 

 

設 置 の 種 別 新築  増築  改築  その他（           ） 

敷 地 面 積 ㎡ 延 べ 面 積 ㎡ 

構 造             造 階 数             
地上      階 
地下      階 

 和 室                洋 室                宿泊定員の合計 

１ 人 用                  室         室          人 

２ 人 用                  室         室          人 

３ 人 用                  室         室          人 

客 
 

室 

計         室         室          人 

区 分          床 面 積                区 分          床 面 積                

        ㎡         ㎡ 
会議室、食堂 
その他供用の 
設 備               

        ㎡         ㎡ 

旅
館
等
の
構
造
設
備
等 

駐 車 施 設               屋 内                台分  屋 外                台分 

工事着手予定年月日 平成 年 月  日 工事完了予定年月日 平成 年 月  日 

開 業 予 定 年 月 日                      平成  年  月  日 

 

※ 
 

設 置 規 制 等 に 関                   
 

す る 調 査 の 結 果                   

 

 

  （注）※印欄は、記入しないでください。 

 



 

申    立    書 

 

 

                 (注1) 住所  

               申立者 

                   氏名 

 

                  （法人にあっては，主たる事務所の所在地及 

                   びその名称並びに代表者の氏名） 

 

   私は，このたび建築物の確認申請等にあたり，下記のとおり申し立て 

  をいたします。  

 

記 

 

  １ 設置場所 

 

  ２ 建築物の用途 

 

  ３ 工事種別 

 

                  (注2) 
   

 
興 行 場               

 

 
 

    ４ 当該建築物では 
  

の営業を予定しています。 

公 衆 浴 場               

旅 館 業               

風俗営業及び 
  

  

 
風俗関連営業 

  
                           (注3) 

    
 
茨城県     警察署

    ５ 上記申し立てにあたっては， 
 
 

 
において 

    

 
茨城県     保健所

  
 

指導を受けました。 



 

 

６ 上記営業については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する 

              (注2) 
    

 
興 行 場               

      法律及び 
 

公 衆 浴 場               
 
等の関連法令に違反するようなことはありません。 

    

 
旅 館 業               

  
 

 
 

  注1 営業許可を受けようとする者であること。 

  注2 該当するものを○で囲むこと。 

注3 所轄の警察署名，保健所名を記入する。また必要のないときは 

   線で削除すること。 

 

 

 

                       平成  年  月  日 

 

 

 

 土浦市長            殿 

 

 


